










公共交通空白地有償運送事業におけるデータ提供に関する特約
（テンプレート）




本契約テンプレートは、公共ライドシェア等の乗降実績データを地方公共団体が分析し政策に活用する環境を整備することを目的として国土交通省が提供するものです。
本テンプレートが対象とするデータ提供に関する契約は、地方公共団体から公共ライドシェアの運行を委託される運行事業者と、公共ライドシェア等のための配車アプリを提供する配車アプリ事業者間で締結されるアプリ提供契約を原契約とした特約事項として締結することを想定しています。

第６条 （データの帰属、利用権限）については、下記2パターンから選択可能としています。​
· A型：データの帰属を運行事業者とし、アプリ事業者に利用を許諾するもの。​
· B型：データの帰属をアプリ事業者とし、運行事業者に利用の許諾を与え、地方公共団体への報告を目的とする等の特定の条件下で第三者提供を可能とするもの。




公共交通空白地有償運送事業におけるデータ提供に関する特約

第１条 （適用範囲）
●●アプリ事業者（以下「甲」という。）及び○○運行事業者（以下「乙」という。）は、「xxxアプリケーション提供契約」（以下「原契約」という。）に関して、データ提供に関する特約（以下「本特約」という。）を締結する。本特約は原契約と一体をなすものであり、原契約の一部を構成する。なお、本特約に規定のない事項については、原契約が適用される。
２　本特約と原契約が矛盾する場合は、本特約を優先する。

第２条 （目的）
交通空白地における自家用有償旅客運送事業（以下「本事業」という。）の改善や事業評価等のため、甲及び乙が本事業に基づいて創出、取得又は収集されたデータを適切に管理することを目的とする。

第３条 （定義）
本特約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
（１）「データ」：媒体及び手段（専用回線による通信、光磁気ディスク、印刷物等）を問わず、甲が乙に提供した、若しくは将来において提供される一切の情報を意味する。
（２）「派生データ」：乙が、共有データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータをいう。
２　前項各号において定めのない用語については、甲乙間で協議して定めることとする。

第４条 （データの範囲）
甲が提供するデータの範囲は、別紙「データ一覧」に定めるとおりとする。

第５条 （データの提供方法）
本特約の有効期間中、甲は乙に対し、別紙「データ一覧」に定める方法でデータを提供する。ただし、甲は、データ提供の●日前までに乙に通知し、乙の書面による承諾を得ることで仕様及び提供方法を変更することができる。 
２　甲は、又は乙から書面により、追加のデータ提供を求められた場合において、甲乙の協議が整った場合は、当該データは、本特約に準じて取り扱うものとする。

【A型の場合、第６条は以下を使用。】
第６条 （データの帰属、利用権限）
本事業に基づいて創出、取得又は収集されたデータの利用、開示、譲渡（利用許諾を含む）及び処分を含む当該データにかかる一切の利用権限は、乙が保有する。
２　乙は、前項の規定にかかわらず、本事業の改善や事業評価等のため、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合（以下「本目的」という。）には、本目的の範囲内で、第三者に対してデータを提供し、かつ当該第三者によるデータの利用を許諾する。
３　乙は、第１項の規定にかかわらず、本目的以外の目的（本事業の遂行にあたり法令上必要となる対応を実施する場合を除く）において、データを利用し、又はデータを第三者に提供する場合、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。
４　乙は、甲に対して、乙が本事業を推進するため、甲が乙に提供するアプリケーションの適正な運用を確保するものとして、予め甲乙間で合意が行われた範囲において、データを利用することを許諾する。

【B型の場合、第６条は以下を使用。】
第６条 （データの帰属、利用権限）
甲は、本事業に基づいて創出、取得又は取集されたデータを所有し、これらにおける知的財産権を含むすべての利用権限を保有する。
２　甲は、乙に対して、データを、本事業の遂行にあたり法令上必要となる対応（道路運送法に基づく記録及び報告を含むが、これらに限らない。）を実施する範囲内でのみ利用することを許諾する。
３　乙が、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合（以下「本目的」という。）であって、本目的の範囲内で前項の許諾を受けたデータを第三者に提供し、かつ当該第三者による当該データの利用を許諾しようとする際は、甲は、当該データ提供及び許諾について異議を述べないものとする。

第７条 （派生データ等の取扱い）
派生データに関しては、当事者間で別途合意した場合を除き、乙のみに一切の権利が帰属し、乙が一切の利用権限を有する。 
２　乙による派生データの利用に基づき生じた発明、考案、創作及び営業秘密等に関する知的財産権は、乙に帰属する。
３　乙は、前２項の定めにかかわらず、派生データを公表又は第三者に提供する場合には、予め甲の承諾を得るものとする。

第８条 （両当事者の役割）
本特約に基づいて提供されるデータの利用に係る役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
（１）乙はデータを利用し、必要な事業評価及びより実効性のある事業運営、改善を行う。
（２）甲は、自らの有する専門的な知見に基づき、データを利用した事業評価及び事業の改善にあたって必要な関与を行う。

第９条 （データの保証）
甲は、データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。 
２　甲は、提供データの正確性、完全性、安全性、有効性（目的への適合性）、提供データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証しない。

第１０条 （データの管理）
乙は、データ及び派生データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとする。 
２　甲は、データ及び派生データの管理状況について、乙に対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、データ及び派生データの漏えい又は喪失のおそれがあると甲が判断した場合、甲は、乙に対してデータ及び派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。 
３　前項の報告又は是正の要求がなされた場合、乙は速やかにこれに応じなければならない。 

第１１条 （データの公開）
乙は、甲から提供されたデータを、外部に公開する資料等に掲載する場合には、予め甲の承諾を得るものとする。

第１２条 （損害賠償）
甲及び乙は、故意又は過失により、本特約に定める条項に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し通常生ずべき損害に限り賠償の責めを負うものとする。但し、当該損害賠償は、原契約に基づくアプリケーション利用に関する１年間の対価を上限とする。

第１３条 （有効期間・存続条項）
本特約は、本特約締結の日から●年間が経過する日又は甲と乙が別途合意するまで有効とする。
２　前項の規定にかかわらず、第７条及び第１４条の規定は、本特約の有効期間満了後も効力を有するものとする。

本特約の締結を証するため、両当事者は本特約書２通を作成し、記名押印のうえ、各１通を保管する。

年　　　月　　　日

甲：	（住所）			
	（名称）			
	（所属）			
	（役職）			

乙：	（住所）			
	（名称）			
	（所属）			
	（役職）			



［別紙］対象データ一覧

本特約で提供を求めるデータは下記の通り。記入例

	データ名称
	データ項目
	形式
	提供方法
	対象期間
	備考

	乗降実績
	乗車ID、配車リクエスト日時、乗車場所、降車場所、乗車料金
	csv
	メール
	20xx年xx月xx日
～20xx年xx月xx日
	乗降実績データ標準仕様書（配車アプリ）（案）に準拠したデータを提供

	乗降実績
	乗車ID、配車リクエスト日時、乗車場所、降車場所、乗車料金
	csv
	管理画面からダウンロード
	20xx年xx月xx日
～20xx年xx月xx日
	乗降実績データ標準仕様書（配車アプリ）（案）に準拠したデータを提供

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



